
資料１ 

自動走行に係る官民協議会について 

 

１．趣旨 

自動走行の社会実装に向け、「未来投資戦略 2017」（平成 29 年 6 月 9 日閣議

決定）に基づき、具体的なビジネスモデルを念頭に置いた実証を円滑・迅速に

実施できるよう必要な制度・インフラの整備を時期を明確にして進める。その

際、実証の成果・データを関係者で共有し、官民が積極的に対話・協力する連

携体制の下で、民間ニーズを踏まえた実証プロジェクトの工程管理、実証の成

果・データの共有、必要な制度整備等を実効的に推進する。 

このため、これらを実行する官民の連携体制として、官民の専門家・関係者

からなる「自動走行に係る官民協議会」（以下、「協議会」という。）を開催する。 

協議会での検討の成果は、未来投資会議・構造改革徹底推進会合に適宜報告

し、来年度の成長戦略に盛り込むとともに、ＩＴ戦略本部で決定する政府全体

の制度整備の方針（大綱）や「官民 ITS 構想・ロードマップ」策定に適切に反

映する。 

 

２．構成員及び運営 

議長及び協議会の構成員は、自動走行に係る官民協議会を構成する府省庁、

関係業界等で構成するものとし、別紙１のとおりとする。  

必要に応じ、別紙１以外の者の出席を求めることができることとするととも

に、議長が必要があると認める時は、協議会の構成員として追加できるものと

する。 

また、運営要領は、別紙２のとおりとする。 

 

３．当面のスケジュール 

様々な走行環境における実証の成果・データを共有しつつ、官民が積極的に

対話・協力する官民連携の仕組みの下、民間ニーズを踏まえた実証プロジェク

トの工程管理、実証の成果・データの共有、必要な制度整備等を進める。平成

29 年中に、走行環境の複雑性の指標化や共通して収集すべき実証データの明確

化など情報共有・収集体制を構築する。協議会は２か月に１回程度開催するこ

ととする。 

  



 
 

【構成員】  

協議会の議長は、内閣官房内閣審議官（日本経済再生総合事務局次長）とす

る。構成員は、次のとおりとする。 

 

内閣官房内閣審議官（日本経済再生総合事務局次長） 

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室審議官 

内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当） 

内閣府地方創生推進室次長 

警察庁交通局長 

総務省総合通信基盤局長 

経済産業省製造産業局長 

国土交通省道路局長 

国土交通省自動車局長 

協議会の議題に関し優れた見識を有する者 
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「自動走行に係る官民協議会」 運営要領 

 

「自動走行に係る官民協議会」（以下「協議会」という。） の運営について

は、この運営要領の定めるところによるものとする。 

 

１．協議会は非公開とし、協議会終了後、議事要旨及び協議会で配布された資料

を速やかに公表する。ただし、議長が必要と認めるときは、議事要旨又は配

布資料の全部又は一部を公表しないものとすることができる。 

 

２．協議会の庶務は、経済産業省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房日本経

済再生総合事務局において処理する。 

 

３．上記のほか、協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 
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